
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

項  目 内     容 備 考 

① 事前準備 
ス ト レ ス チ ェ ッ ク の 実施 に あ た っ て 、 決 め な け れ ば 

ならないことについての相談や助言。 
 

② ストレスチェック 

（1） 職 業 性 簡 易 ス ト レ ス チ ェ ッ ク 票 を 用 い て 、 

ストレスチェックを実施。 

（2） 回収後、労働者宛に結果を作成。 

（3） 同意がある場合は事業者にも結果報告。 

⚫ 郵送も可能。 

③ 集団分析 職場ごとの集団分析を実施し、結果報告。  

④ 面接指導の申出の勧奨 高ストレス者に対して、面接指導を申し出るための面接の実施。 ⚫ 希望者のみ対象。 

平成２７年１２月より義務付けられたストレスチェックの実施を通して、労働者がストレスをためすぎないように 

対処 し た り 、 ス ト レ ス の 高 い状態の場合は医師の面接 を受 け て 助言 を も ら っ た り 、 事 業者 側 に 

仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場改善につなげたりすることで「うつ」などのメンタル  

ヘルス不調を未然に防止を目指します。 

１．実施の目的  

ストレスチェック  

対象者：全職員 

３．内容 

コンサルティング 

※ ①～④のご希望の内容をお選び下さい。上記、フロー図の番号とリンクしています。 

２．ストレスチェックと面接指導実施に関わる流れ 

事業者による方針表明 

衛生委員会で調査審議 

労働者に説明・情報提供 

実施者によるストレスチェックを実施 

(実施者)ストレスチェックの結果を労働者に直接通知 

※この他、相談窓口等についても情報提供  

④(実施者)面接指導の申出の勧奨 

労働者から事業者への面接指導の申出 

医師による面接指導の実施 

医師からの意見聴取 

(労働者)セルフケア 
※必要に応じて相談窓口利用 

(実施者)結果の事業者への通知に 
同意の有無の確認 

必要に応じ就業上の措置の実施 

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討  

(実施者)事業者に結果通知 

相談機関、専門医への紹介 

(実施者)ストレスチェックの結果を 
 職場ごとに集団分析 

(実施者)集団分析結果を 
   事業者へ提供 

職場環境の改善のために活用 
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※同意あり場合 

必要に応じて 

※ 労働者の実情を考慮し、就業場所の  

変更、作業の転換、  労働時間の短縮、深

夜業の回数の減少等の措置を行う。 

※  不利益取扱いの禁止 

※申出を理由とする不利益取扱いの禁止  


